
大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

令和元年８月２８日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市規則第１０号 

大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例施行規則（昭和６２年大和市規則第１０

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「の意義」を削る。 

第３条中「第１条第１号」を「第１条の５第１号」に、「６４時間」を「、６４時間」に改める。 

第４条中「第１条第１０号に規定する」を「第１条の５第１０号の」に改め、同条第２号中「第

１条第１号から第９号まで」を「第１条の５第１号から第９号まで」に改め、同号を同条第３号と

し、同条第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 当該小学校就学前子どもに係る保護者が育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育

児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが法第７条第１０項第４号ハに規定する施設を

利用しており、当該育児休業の間に当該施設を引き続き利用することが必要であると認められ

ること。 

第５条の見出し中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第２項ただし書中「支給

の認定」を「教育・保育給付認定」に、「小学校就学前子どもの」を「小学校就学前子どもに係

る」に改め、同条第４項中「それぞれ」を削り、同項第２号中「前条第２号」を「前条第３号」に

改め、同号を同項第４号とし、同項第１号の次に次の２号を加える。 

(2) 前条第２号に掲げる事由に該当する場合（法第１９条第１項第２号に該当する小学校就学前

子どもに限る。） 第２項に定める期間 

(3) 前条第２号に掲げる事由に該当する場合（法第１９条第１項第３号に該当する小学校就学前

子どもに限る。） 第３項に定める期間 

第２５条を第２７条とし、第２４条を第２６条とする。 

第２３条中「保育所入所台帳及び保育児童票」を「入所児童の氏名、世帯状況その他当該児童に

関する情報を明らかにする帳簿等」に改め、同条を第２５条とし、第２２条を第２４条とする。 

第２１条第１項中「保護者」を「教育・保育給付認定保護者等」に、「を市長に提出しなければ

ならない」を「により市長に申請しなければならない」に改め、同条第２項中「前項の」の次に



「規定による」を、「決定し」の次に「、当該教育・保育給付認定保護者等に対し」を加え、

「保護者に」を削り、同条を第２３条とする。 

第２０条第１項中「支給認定保護者等が」を削り、「ときとは」を「ときは」に、「ときをい

う」を「場合とする」に改め、同条第２項中「それぞれ」を削り、同項第１号中「損害程度」を

「損害の程度」に改め、同条第４項中「に規定する」を「の」に、「ときとは」を「ときは」に、

「をいう」を「とする」に改め、同項第１号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に、「通園した」を「通所した」に改め、同条第５項中「前項の特別の理由がある」を「前項

各号のいずれかに該当する」に改め、「それぞれ」を削り、同項中第２号を削り、第３号を第２号

とし、同条を第２２条とする。 

第１９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用者負担額の当

月分」を「当月分の利用者負担額」に改め、同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付

認定保護者」に改め、「それぞれ」を削り、同条を第２１条とする。 

第１８条第１項中「別表第１（１）の表備考第２項（同表（２）の表備考第３項の規定において

準用される場合を含む。）」を「別表第１備考第３項」に改め、「及び均等割の額」を削り、「定

める方法」を「掲げる条件」に改め、同項第１号中「第２０条」を「第２１条」に、「ものとす

る」を「こと」に改め、同項第２号を削り、同項第３号中「令第４条第２項第７号、令第９条第１

項第７号、令第１２条第１項第７号及び令第１３条第２項第７号の市町村民税が課されないことと

なる者」を「令第４条第２項第８号イの市町村民税世帯非課税者」に改め、「みなす」の次に「こ

と」を加え、同号を同項第２号とし、同項第４号中「第２２条の２」を「第２１条の２」に改め、

「、第２６条の２」を削り、「含む。）」の次に「の規定」を加え、「ものとする」を「こと」に

改め、同号を同項第３号とし、同条第２項中「別表第１（１）の表備考第４項の規則に定める世帯

とは」を「別表第１備考第５項の規則に定める世帯は」に、「第２２条に掲げるもの」を「第２２

条各号に掲げる者」に、「同項ただし書き」を「同項ただし書」に、「ものとは」を「ものは」に、

「第２８条の２に掲げるもの」を「第２８条の２各号に掲げる者」に改め、同条第３項から第５項

までを削り、同条第６項中「別表第１（２）の表」を「別表第１」に、「規則で定める計算とは」

を「利用者負担額は」に改め、「それぞれ」を削り、「とする」を「により計算する」に改め、同

項各号中「支給認定子どもの場合 当該支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子どもの場合 

当該教育・保育給付認定保護者」に、「２５日で除する。」を「２５で除する方法」に改め、同項

を同条第３項とし、同条を第２０条とする。 

第１７条第１項第３号中「第１条各号」を「第１条の５各号」に改め、同条を第１９条とする。 

第１６条の見出し中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１項中「第６条第１



項各号又は第２項に規定する申請を行い、認定を受けた支給認定保護者が、」を「教育・保育給付

認定保護者は、当該教育・保育給付認定子どもが」に、「子どものための教育・保育給付支給認定

取消届を」を「子どものための教育・保育給付認定取消届により」に改め、同項第３号及び第４号

中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったとき又は当該教育・保育給付認定保護者が子ども・子

育て支援法施行令（以下「令」という。）第３条の規定に該当したときは、当該教育・保育給付

認定保護者の教育・保育給付認定を取り消し、かつ、子どものための教育・保育給付認定取消通

知書によりその旨を通知するものとする。 

第１６条第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「の保護者」を「に

係る教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定」を「当該教育・保育給付認定」に改め、同条を

第１７条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（施設等利用給付認定の取消し） 

第１８条 施設等利用給付認定保護者は、当該施設等利用給付認定子どもが次の各号のいずれかに

該当するときは、子育てのための施設等利用給付認定取消届により市長に届け出なければならな

い。 

(1) 法第３０条の９第１項第１号に掲げる場合に該当したとき。 

(2) 法第３０条の９第１項第２号に掲げる場合に該当したとき。 

(3) 施設等利用給付認定の有効期間内に、法第３０条の４第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当しなくなったとき。 

(4) 施設等利用給付認定の有効期間内に、法第３０条の４第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当しなくなったとき。 

(5) その他市長が必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったとき又は当該施設等利用給付認定保護者が令第１５条

の５第１号若しくは第２号に掲げるときに該当したときは、当該施設等利用給付認定保護者の施

設等利用給付認定を取り消し、かつ、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書によりその

旨を通知するものとする。 

第１５条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「第１３条第１項の規定に

より」を「第１４条第１項の規定による」に、「変更を」を「変更が」に、「第１０条の子どもの

ための教育・保育給付支給認定変更申請書」を「子どものための教育・保育給付認定変更申請書」

に改め、同条を第１６条とする。 

第１４条第１項中「支給認定子ども（以下「利用児童」という。以下この条において同じ。）の



保護者」を「保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に、「当該利用児童」を「当該保

育認定子ども」に、「を市長に提出しなければならない」を「により市長に申し込まなければなら

ない」に改め、同条第２項中「市長が」を削り、「申込書の提出を受けたときの処理」を「規定に

よる申込みがあったときの手続」に、「前条」を「前条第２項から第４項まで」に改め、同条を第

１５条とする。 

第１３条第１項中「支給認定子どもが」を「保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

は」に、「当該支給認定子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼保育

所等利用申込書を市長に提出しなければならない」を「子どものための教育・保育給付認定申請書

兼保育所等利用申込書により市長に申し込まなければならない」に改め、同条第２項中「申込書」

を「規定による申込み」に、「による」を「における」に改め、「の提出」を削り、「当該支給認

定子どもの利用」を「利用」に、「支給認定子どもの保護者に」を「教育・保育給付認定保護者に

対し、」に改め、同条第３項中「申込書」を「規定による申込み」に、「による」を「における」

に改め、「の提出」を削り、「当該支給認定子どもの利用の可否を調整したときは、当該支給認定

子どもの保護者に、利用の調整が整ったときはその旨を書面により通知し」を「利用の可否を調

整した結果」に改め、「整わなかったときは」の次に「、当該教育・保育給付認定保護者に対

し、」を、「保育所等利用保留通知書により」の次に「その旨を」を加え、同条第４項中「行った

支給認定子ども」を「行った教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子ども」に改め、

「申込みを行った当該支給認定子ども」を「当該教育・保育給付認定子ども」に改め、同条を第１４

条とする。 

第１２条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「を市長に提出しなければ

ならなない」を「により市長に申請しなければならない」に改め、同条を第１３条とする。 

第１１条を削る。 

第１０条の見出しを「（変更申請書等）」に改め、同条中「第１１条に規定する」を「第１１条

第１項の」に、「第１５条に規定する」を「第１５条第１項の」に、「子どものための教育・保育

給付支給認定変更申請書」を「子どものための教育・保育給付認定変更申請書」に改め、同条に次

の４項を加え、同条を第１２条とする。 

２ 施行規則第２８条の８第１項の申請書及び施行規則第２８条の１２第１項の届書は、子育ての

ための施設等利用給付認定変更申請書とする。 

３ 施行規則第１２条第１項及び法第２３条第３項において準用する法第２０条第４項の規定によ

る通知は、子どものための教育・保育給付認定通知書により行うものとする。 

４ 施行規則第２８条の９及び法第３０条の８第３項において準用する法第３０条の５第３項の規



定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書により行うものとする。 

５ 施行規則第１１条第１項の規定による申請及び施行規則第１５条第１項の規定による届出を却

下する場合の通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書により行い、施行規則

第２８条の８第１項の規定による申請及び施行規則第２８条の１２第１項の規定による届出を却

下する場合の通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。 

第９条中「に規定する」を「の」に、「子どものための教育・保育給付支給認定申請書」を「子

どものための教育・保育給付認定申請書」に改め、同条に次の１項を加え、同条を第１１条とする。 

２ 施行規則第２８条の６第１項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書とする。 

第８条の見出し中「利用者負担額」の次に「等」を加え、同条中「第７条」を「第７条第１項第

１号」に改め、同条に次の１項を加え、同条を第１０条とする。 

２ 施行規則第７条第１項第２号の規定による通知は、副食費徴収免除通知書により行うものとす

る。 

第７条を第９条とする。 

第６条の見出しを「（教育・保育給付認定の申請書等）」に改め、同条第１項中「に規定する」

を「の」に改め、「それぞれ」を削り、同項第１号中「子どものための教育・保育給付支給認定申

請書」を「子どものための教育・保育給付認定申請書」に改め、同項第２号中「子どものための教

育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書」を「子どものための教育・保育給付認定申請

書兼保育所等利用申込書」に改め、同条第２項中「支給認定子ども（法第１９条第１項第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者に限る。第１３条において同じ。）」を「保育認

定子ども（法第３０条に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。）に係る教育・保育給付認定

保護者」に、「に規定する」を「の」に、「子どものための教育・保育給付支給認定申請書」を

「子どものための教育・保育給付認定申請書」に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 法第２０条第４項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定通知書により行う

ものとする。 

第６条に次の１項を加える。 

４ 法第２０条第５項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書に

より行うものとする。 

第６条を第７条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（施設等利用給付認定の申請書等） 

第８条 施行規則第２８条の３第１項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書とす

る。 



２ 法第３０条の５第３項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書により

行うものとする。 

３ 法第３０条の５第４項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知

書により行うものとする。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（施設等利用給付認定の有効期間） 

第６条 施行規則第２８条の５第４号ロの規定により本市が定める期間は、９０日とする。 

２ 施行規則第２８条の５第６号の規定により、法第３０条の４第２号に該当する小学校就学前子

ども（当該小学校就学前子どもに係る保護者が施行規則第１条の５第９号に掲げる事由に該当す

る場合に限る。）に係る本市が定める期間は、施行規則第２８条の５第２号に掲げる期間とする。

ただし、法３０条の８第４項の規定により、本市が職権で施設等利用給付認定の変更の認定を行

うときの期間については、当該施設等利用給付認定子どもが満３歳に達した日以後最初の４月１

日から当該施設等利用給付認定子どもに係る保護者の育児休業に係る子どもが満１歳に達する日

の属する年度の末日（職場復帰をする場合においては、当該月の末日）までの期間とする。 

３ 施行規則第２８条の５第６号の規定により、法第３０条の４第３号に該当する小学校就学前子

ども（当該小学校就学前子どもに係る保護者が施行規則第１条の５第９号に掲げる事由に該当す

る場合に限る。）に係る本市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。 

(1) 認定起算日から当該小学校就学前子どもが満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

期間 

(2) 認定起算日から当該小学校就学前子どもに係る保護者の育児休業に係る子どもが満１歳に達

する日の属する年度の末日（職場復帰をする場合においては、当該月の末日）までの期間 

４ 施行規則第２８条の５第６号の規定により、法第３０条の４第２号又は第３号に該当する小学

校就学前子ども（当該小学校就学前子どもに係る保護者が施行規則第１条の５第１０号に掲げる

事由に該当する場合に限る。）に係る本市が定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該

各号に定める期間とする。 

(1) 第４条第１号に掲げる事由に該当する場合 認定起算日から当該小学校就学前子どもが小学

校就学の始期に達するまでの期間（法第３０条の４第３号に掲げる小学校就学前子どもにあっ

ては、認定起算日から当該小学校就学前子どもが満３歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での期間） 

(2) 第４条第３号に掲げる事由に該当する場合 市長が必要と認める期間 

別表を次のように改める。 



別表（第２６条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 子どものための教育・保育給付認定申請書 第７条及び第１１条 

第２号様式 子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等

利用申込書 

第７条及び第１４条 

第３号様式 子どものための教育・保育給付認定通知書 第７条及び第１２条 

第４号様式 子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書 第７条及び第１２条 

第５号様式 子育てのための施設等利用給付認定申請書 第８条及び第１１条 

第６号様式 子育てのための施設等利用給付認定通知書 第８条及び第１２条 

第７号様式 子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書 第８条及び第１２条 

第８号様式 子どものための教育・保育給付支給認定証 第９条 

第９号様式 利用者負担額等通知書 第１０条及び第２３条 

第１０号様式 副食費徴収免除通知書 第１０条 

第１１号様式 子どものための教育・保育給付認定変更申請書 第１２条及び第１６条 

第１２号様式 子育てのための施設等利用給付認定変更申請書 第１２条 

第１３号様式 子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書 第１３条 

第１４号様式 保育所利用等決定通知書 第１４条、第１５条及

び第１９条 

第１５号様式 保育所等利用保留通知書 第１４条及び第１５条 

第１６号様式 保育所等変更申込書 第１５条 

第１７号様式 子どものための教育・保育給付認定取消届 第１７条 

第１８号様式 子どものための教育・保育給付認定取消通知書 第１７条 

第１９号様式 子育てのための施設等利用給付認定取消届 第１８条 

第２０号様式 子育てのための施設等利用給付認定取消通知書 第１８条 

第２１号様式 利用者負担額等減免申請書 第２３条 

第２２号様式 督促状 第２４条 



附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 


